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議事 

日程 
議件番号 議     件    名 審議結果 

日程 

第１ 
 

議事録署名委員の指名 

（ １番 中 川  ・ ５番 津久井 ） 
決  定 

日程 

第２ 
 

会期の決定 

（１月２８日から １月２８日までの１日間） 
決  定 

日程 

第３ 
 諸般の報告 報告済み 

日程 

第４ 
議案第１号 

豊頃町入学祝金支給条例の一部を改正する条例の制定に関する意見につ

いて 
原案可決 

日程 

第５ 
議案第２号 

豊頃町高等学校等就学助成金交付条例の一部を改正する条例の制定に

関する意見について 
原案可決 

日程 

第６ 
議案第３号 要保護・準要保護児童生徒の仮認定（入学準備金）について 原案可決 

日程 

第７ 
報告第１号 令和６年度豊頃町地域おこし協力隊活動に係る感謝状の贈呈について 報告済み 

日程 

第８ 
報告第２号 令和８年度全国学力・学習状況調査の実施について 報告済み 

日程 

第９ 
協議第１号 

令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」

への掲載について 
原案可決 
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令和８年第１回定例教育委員会議議事録 

中川教育長 挨拶 

ただいまから、第１回定例教育委員会議を開催いたします。 

日程第１「議事録署名委員の指名」であります。 

１番 中川、５番 津久井委員、よろしくお願いいたします。 

日程第２「会期の決定」です。 

「１月２８日」本日１日といたしたいと思います。ご意見ありませんか。 

各委員 なし。 

中川教育長 では、本日１日限りとさせていただきます。 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

佐藤係長 「総務係、学校教育係、社会教育係、体育振興係、図書館、給食センター、 

える夢館ギャラリー」について、別紙により主な行事等について報告する。 

中川教育長 諸般の報告について何かご質問・ご意見等はございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 それでは、諸般の報告については報告済みとさせていただきます。 

日程第４ 議案第１号「豊頃町入学祝金支給条例の一部を改正する条例の制定に関する

意見について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

齋藤課長 議案第１号を説明する。 

本件は、平成２２年度から豊頃町内の小学校へ入学、又は特別支援学校、小学部に入学

する児童の保護者に対して実施してきましたが、町内の子育て支援策において、高校学校

入学時の保護者の教育費負担の軽減を図るため、新たに高等学校、中等教育学校後期課程、

特別支援学校高等部、高等専門学校若しくは専修学校高等課程又は職業能力開発促進法に

定める職業訓練施設に入学する生徒の保護者に対し祝金を支給するため条例の一部を改正

するものであります。 

改正内容につきましては、議案書４ページをお開きください。 

『豊頃町入学祝金支給条例』第１条の『目的』において高等学校等への入学する生徒の

保護者を対象にすることを加え、第３条の『祝金の額』において（１）に小学校及び特別

支援学校小学部の祝金３万円と、（２）に高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学

校高等部、高等専門学校若しくは専修学校高等課程又は職業能力開発促進法に定める職業

訓練施設への祝金１０万円を規定するものであります。 

なお、本条例は令和８年４月１日から施行するものでありますので、ご審議くださるよ

う、よろしくお願いします。 

中川教育長 議案第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 
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日程第５ 議案第２号「豊頃町高等学校等就学助成金交付条例の一部を改正する条例の

制定に関する意見について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

齋藤課長 議案第２号を説明する。 

本条例は高等学校等に就学している生徒の就学費用の一部助成を行い保護者の経済的負

担を軽減し、就学している生徒の健全な育成を推進することを目的に平成２２年４月から

施行しております。 

この度の改正は、原油価格高騰に伴う公共交通機関の料金改正に伴い保護者負担額が増

加していることから、議案書７ページのとおり、条例３条、助成金の額を月額７千円から

月額１万円に改正しようとするものでございます。 

なお、本条例は令和８年４月１日から施行するものであります。 

説明は以上でありますので、ご審議くださるよう、よろしくお願いします。 

中川教育長 議案第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第６ 議案第３号「要保護・準要保護児童生徒の仮認定（入学準備金）について」

を議題とします。 

事務局から説明をします。 

齋藤課長 議案第３号を説明する。 

令和８年度要保護・準要保護児童生徒の仮認定（入学準備金）の申請があったことにつ

いて、議案書１０ページから１２ページに掲載しております「豊頃町就学援助認定要領」

に基づき判定を求めるものです。 

本年４月に新入学予定の児童生徒の保護者から、要保護・準要保護の仮認定申請が、９

ページに記載のとおり１件ありましたので、同要領の規程により仮認定の判定をお願いす

るものです。 

今回の申請内訳は、中学校入学に係る申請が１件となっております。 

申請番号１の申請理由から認定要領第５条第１項第５号「国民年金保険料が免除又は猶

予された者」、また、同項第７号「児童扶養手当の支給を受けた者」に該当しております。 

なお、同申請者については、現在、小学６年次において準要保護に認定されていること

を申し添えます。 

今回の申請者については、入学後、前年の収入額等が確定された後、再度、認定の可否

について審査決定していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

また、本件については、個人情報となりますので、この取り扱いについては十分に注意

くださるよう、よろしくお願いいたします。 

以上、就学援助対象者として仮認定すべきかご審議くださるよう、よろしくお願いいた

します。 

中川教育長 議案第３号について事務局の説明を終わります。 
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本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

日程第７ 報告第１号「令和６年度豊頃町地域おこし協力隊活動に係る感謝状の贈呈に

ついて」を議題とします。 

事務局から報告をします。 

佐藤係長 報告第１号を報告する。 

本件につきましては、令和６年度に東京学芸大学を休学し、豊頃町地域おこし協力隊と

して、１年間活動をしていました。及川珠希氏、丸尾莉子氏について議案１４ページにな

ります、豊頃町教育委員会事務委任等に関する規則（第２条第１項第９号）重要なほう賞

を行い、及び国又は道の行う重要なほう賞について推薦することを根拠としまして、及川・

丸尾、両氏が東京学芸大学の学生表彰を受賞するための要件として、公的機関からの表彰

が必要なため、今回、豊頃町教育委員会より感謝状の贈呈をおこない、表彰に推薦するこ

ととしたため、報告するものでございます。 

以上、報告いたします。 

中川教育長 報告第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第８ 報告第２号「令和８年度全国学力・学習状況調査の実施について」を議題と

します。 

事務局から報告をします。 

齋藤課長 報告第２号を報告する。 

本調査については、全国の国・公・私立 小・中学校の児童生徒を対象に義務教育の機

会均等とその水準の維持向上の観点から毎年実施しているものであります。 

調査の実施内容につきましては、調査対象は、小学校、義務教育学校前期課程などの第

６学年の全児童及び中学校、義務教育学校後期課程などの第３学年の全生徒です。 

実施時期は、児童生徒に対する調査が、今年の４月２３日。学校に対する調査は４月と

なります。 

調査事項は、児童生徒に対する調査として、小学校においては国語、算数に関する調査

を各４５分、質問紙による学習意欲や学習方法・学習環境や生活等に関する調査を実施し

ます。 

中学校においては国語、数学及び英語の教科に関する調査を各５０分、小学校と同様、

質問紙による調査を実施します。 

また、学校に対する調査として、小・中学校における指導方法に関する取り組みや、人

的・物的な教育条件の整備状況等に関する質問となっております。 

調査内容の詳細につきましては、１７ページから２８ページまでの実施要領のとおりと

なっております。 
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以上、本町においても例年どおり実施することをご報告いたします。 

中川教育長 報告第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第９ 協議第１号「令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結

果報告書」への掲載について」を議題とします。 

事務局から説明をします。 

齋藤課長 協議第１号を説明する。 

令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査は、４月から７月末の１学期中に小学

校５年生と中学校２年生を対象に実施したところであります。 

本調査の実施要領におきまして、「調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が、

保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である」と明記されおり、これに

伴い都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の同意を得られた場合に市町村名等を明ら

かにした公表が出来ることになっております。 

これらを踏まえ、北海道教育委員会では、一層きめ細かく、より分かりやすい調査結果

を示すため、議案４０ページに示した「基本フォーマット」により市町村名を明らかにし

た「北海道版結果報告書」を公表するため、現在、各市町村に対して同意についての照会

が行われているところです。 

本町におきましては、併せて独自の結果公表について、町広報紙に掲載することを考え

ております。 

以上、市町村別結果の掲載について、ご協議くださるようお願いいたします。 

中川教育長 協議第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、原案のとおり決定いたしました。 

続いて、その他の当面する日程について説明お願いします。 

齋藤課長 第１９回豊寿大学・生涯教室学習発表会(舞台発表) 

２月１４日（土）１０：００～ える夢館はるにれホール 

定例校長会議       ２月１８日（水） ９：３０～ える夢館 委員会室 

定例教頭会議       ２月２０日（金）１５：００～ える夢館 委員会室 

東京学芸大学学生ボランティア（後期）受入れ 

                ２月２４日（火）～３月６日（金） 町内小中学校 

中川教育長 当面する日程について何かご質問等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 これを持ちまして、令和８年第１回定例教育委員会議を閉会します。 

 


